
東
案
集
首
　
三
号

●
.

戟
鼻
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

次
の
と
お
｡
芸
の
特
殊
-
手
当
紅
-
る
条
例
の
蒜
を
改
正
す
る
こ
と
覧
い
て
'
地
方
自
治
法
･

(
昭
和
二
十
二
年
墓
-
十
七
号
)
-
十
六
粂
第
一
項
の
規
定
-
カ
,
本
-
の
悪
霊
め
吾

昭
和
六
十
年
十
二
月
十
七
日

三

朝

町

長

　

安

　

田

　

美

　

1

　

郎

昭
和
大
給
年
篭
用
捨
九
日
　
原
索
可
決
　
′

三
餌
町
絶
食
級
長
名
準
典
由

淋
nEi

ヽ



JJr

三

戟

町

条

例

鹿

　

　

　

骨

我
見
の
特
殊
勤
務
手
当
虹
鱒
す
る
条
例
の
l
部
を
改
正
す
る
条
例

畿
負
の
特
殊
教
義
手
当
に
関
す
る
条
例
(
肝
和
二
十
八
年
三
朝
町
条
例
第
二
十
六
号
)
の
1
部
を
次
の
よ

l
H
J
 
∫

う
に
改
正
す
る
｡

撃
.
一
項
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
｡

第
二
粂
弟
七
号
　
削
　
～
除

第
十
丁
集
を
次
の
よ
.
う
む
改
め
る
｡

第

十

]

条

.

削

l

隙

附

　

則

こ
の
.
条
例
は
'
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
｡

_
.


